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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年４月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１月１７日 ００時５５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市大下
お お げ

島南西岸 

 大下島灯台から真方位１７７°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.２′ 東経１３２°５５.１′） 

事故の概要  貨物船三萬
さんまん

吉
よし

３は、北東進中、乗り揚げた。 

 三萬吉３は、球状船首部及び船首船底部外板に亀裂を伴う凹損等を

生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

貨物船 三萬吉３、１９９トン 

 １３５３０６、有限会社三萬吉 

 ５４.５０ｍ（Lr）×９.４０ｍ×５.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年１１月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成６年６月２３日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２６年３月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３１年６月３０日 

一等航海士 男性 ５８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２２年１２月１日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２７年６月１２日 

  免状有効期間満了日 平成３２年１１月３０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首部及び船首船底部外板に亀裂を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期  

 事故の経過  本船は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、空船で、一等 

航海士が単独の船橋当直に当たり、舵輪後方の椅子にもたれて立った

姿勢で、自動操舵により約１０.７ノットの対地速力で大下島南西方
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沖を北東進した。 

本船は、一等航海士が、大下瀬戸の変針予定場所まで約１５分あっ

たので、自身のスマートフォンに溜
た

まっていた迷惑メールを削除しよ

うと思い、左手でスマートフォンを持ち、下方を向きながら右手で同

メールを１つずつ削除していたところ、平成２８年１月１７日００時

５５分ごろ、突然ドーンという音と振動が生じて行きあしが止まっ

た。 

一等航海士は、すぐに機関を中立運転として船首方を確認したとこ

ろ、陸岸が見えたので、本船が大下島南西岸に乗り揚げたことに気付

き、昇橋した船長にその旨を報告した。 

本船は、船長が会社及び海上保安庁等に連絡し、浸水及び油の流出

がないことを確認した後、会社が手配したタグボートで引き下ろさ

れ、愛媛県今治市大三
お お み

島西方沖で錨泊して応急修理を行い、その後造

船所で修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 一等航海士は、平成２７年１０月末に従来型の携帯電話からスマー

トフォンへ変更し、スマートフォンの操作に不慣れであり、操作を間

違えないように慎重にメールを削除していた。 

一等航海士は、スマートフォンを操作する前、ＧＰＳプロッターを

見て画面上に設定された予定針路線上を本船が航行しているのを確認

した。 

本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約２.６ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、大下瀬戸に向けて大下島南西方沖を北東進中、一等航海士

が、スマートフォンの操作をしていて船位の確認を行っていなかった

ことから、変針予定場所を通過したことに気付かずに航行し、大下島

南西岸に乗り揚げたものと考えられる。 

一等航海士は、スマートフォンの操作に不慣れであったことから、

スマートフォンの迷惑メールを削除しようとしてその操作に意識を向

けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、大下瀬戸に向けて大下島南西方沖を北東

進中、一等航海士が、スマートフォンの操作をしていて船位の確認を

行っていなかったため、変針予定場所を通過したことに気付かずに航

行し、大下島南西岸に乗り揚げたことによって発生したものと考えら

れる。 
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参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直中は、業務に専念すること。 
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写真１ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

損傷箇所 


